
 

 
 
 

 
 
 

平成２８年度群馬県地域医療介護 

総合確保計画に関する事後評価 

 

 

 
令和２年度執行分 

（執行実績のない個票を除く） 

群馬県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出

するとともに、公表することに努めるものとする。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.7】在宅歯科保健事業 【総事業費】 

49,868千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 郡市歯科医師会等 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和３年 3 月 31 日 
□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅での歯科医療等を望む人に対して、必要な医療サービ

スを適切に提供していく体制の充実が必要。 
アウトカム指標： 
・在宅療養支援歯科診療所数  66 か所(H26) →  86 か

所(H29) 
 87 か所(H29) → 95 か所(R2) 
・在宅死亡率（自宅+老人ホーム）17.6％（H26）→24.4％
（H29） 

事業の内容（当初計画） 在宅歯科医療を推進するため、都道府県歯科医師会等に在

宅歯科医療連携室を設置し、在宅歯科医療希望者の歯科診

療所の照会、在宅歯科医療等に関する相談、在宅歯科医療を

実施しようとする医療機関に対する歯科医療機器等の貸出

の実施にかかる運営費等に対する支援を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

現状（Ｈ２８年度）３か所⇒目標５か所 
現状（Ｈ３０年度）６か所→目標７か所（Ｒ１年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

在宅歯科医療連携室の設置 

令和２年度実績  ７か所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

□観察できなかった 

■観察できた 

・在宅療養支援歯科診療所数 
87 か所(H29) → 79 か所(R2)  

（１）事業の有効性 
在宅歯科医療における相談や紹介の窓口を設置し、機器の

貸出も行うことで、多職種連携会議の新設など在宅歯科医

療への協力体制の充実が図られた。 
（２）事業の効率性 
 在宅歯科医療について、一定の共通認識をもち、多職種と

の連携を図ることで、地域における歯科医療を効率的に実
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施できた。在宅歯科診療に最も精通している歯科医師会に

設置することで、事業を効率的に実施できた。 
その他 平成２８年度 6,890 千円、令和元年度 13,112 千円、令

和２年 4,932 千円 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.1】 

群馬県介護施設等の整備に関する事業 

【総事業費】 
1,029,107 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づ

くりを推進する。 

アウトカム指標：多様な福祉・介護サービス基盤の整備を

計画的に推進する。  

事業の内容（当初計画） ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行

う。 

整備予定施設等 

 地域密着型介護老人福祉施設           116 床 
 小規模多機能型居宅介護事業所          4 箇所 
 認知症高齢者グループホーム            4 箇所 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支 

援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期高齢者保健
福祉計画等において予定している地域密着型サービス施設
等の整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介
護サービス提供体制の整備を促進する。 
・地域密着型介護老人福祉施設   H28 年度 116 床 
・小規模多機能型居宅介護事業所         4 箇所 
・認知症高齢者グループホーム          4 箇所 

アウトプット指標（達成

値） 

地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進し

た。 

・地域密着型介護老人福祉施設  116 床 
・小規模多機能型居宅介護事業所 4 箇所 

・認知症高齢者グループホーム  4 箇所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

多様な福祉・介護サービス基盤の整備を計画的に推進した。 

（１）事業の有効性 
 地域密着型サービス施設等の整備の促進により、高齢者
が地域において、安心して生活できる体制の構築が図られ
た。 
（２）事業の効率性 
県補助金交付要綱に調達方法や手続について行政の取扱

いに準拠するよう定めることで一定の共通認識のもとで施
設整備を行い、調達の効率化が図られた。 

その他   
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